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お知らせお知らせ

七
ヶ
宿
町
国
保
診
療
所
管
理

業
務
受
託
者
募
集

公
立
刈
田
綜
合
病
院
職
員
募
集

募
集
人
員　

１
名

雇
用
形
態　

臨
時
職
員

委
託
期
間

　

平
成
24
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

27
年
３
月
31
日
の
３
年
間
。

配
属
先　

七
ヶ
宿
町
国
保
診
療
所

委
託
料

　

月
額
２
５
０
，
０
０
０
円
程
度

応
募
資
格

　

町
内
居
住
者
で
昭
和
22
年
４
月

２
日
か
ら
昭
和
57
年
４
月
１
日
生

ま
れ
の
方
。

業
務
内
容

　

当
直
業
務
・
運
転
業
務
・
清
掃

業
務
及
び
高
齢
者
生
活
福
祉
セ
ン

タ
ー
管
理
業
務
も
含
む
。

募
集
期
間

　

平
成
24
年
２
月
１
日
（
水
）

　
　
　
　

～
２
月
17
日
（
金
）

提
出
書
類

　

履
歴
書（
市
販
の
も
の
で
も
可
）

選
考

　

面
接
の
上
決
定
し
通
知
い
た
し

ま
す
。（
面
接
日
は
応
募
者
に
直

接
通
知
し
ま
す
。）

申
込
・
お
問
い
合
わ
せ

　

七
ヶ
宿
町
国
保
診
療
所

　

☎
３
７

−

２
０
０
２
（
担
当　

吉
野
）

●
職
種
お
よ
び
採
用
予
定
人
員

　

①
看
護
師
20
人

　

②
臨
床
工
学
技
士
１
人

　

③
理
学
療
法
士
１
人

　

④
作
業
療
法
士
若
干
名

　

⑤
一
般
事
務
職
員

　
　

（
常
勤
職
員
）
若
干
名

●
受
験
資
格
（
①
の
方
）

　

昭
和
31
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
方
で
、
看
護
師
の
免
許
を

有
す
る
方
、
ま
た
は
平
成
24
年
４

月
30
日
ま
で
に
免
許
を
取
得
す
る

見
込
み
の
方
。

●
受
験
資
格
（
②
～
④
の
方
）

　

昭
和
51
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
方
で
、
技
士
・
療
法
士
の

免
許
を
有
す
る
方
、
ま
た
は
平
成

24
年
４
月
30
日
ま
で
に
免
許
を
取

得
す
る
見
込
み
の
方
。

●
受
験
資
格
（
⑤
の
方
）

　

昭
和
58
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
方
で
、高
校
卒
業
以
上（
卒

業
見
込
み
可
）
の
方
。

●
試
験
日
時
お
よ
び
試
験
内
容

（
①
～
④
の
方
）

・
試
験
日
時　

３
月
９
日
（
金
）

　
　

午
前
10
時
30
分
～

・
試
験
種
目

　
　

作
文
試
験
、
面
接
試
験

・
試
験
場
所　

同
院
大
会
議
室

（
⑤
の
方
）

・
一
次
試
験
日
時

　

２
月
25
日
（
土
）

　
　

午
前
10
時
～

・
試
験
種
目

　
　

教
養
試
験
、
適
正
検
査

・
試
験
場
所

　
　

同
院
大
会
議
室

●
採
用
予
定
日

　

平
成
24
年
４
月
１
日
以
降

（
①
～
④
ま
で
の
方
で
既
に
免
許

を
お
持
ち
の
方
は
、
ご
相
談
に
応

じ
ま
す
。）

●
受
験
手
続
き

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
募
集
要
項
に

記
載
し
て
い
る
提
出
書
類
を
、
期

間
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
な
い
方
は
、
ご
連

絡
い
た
だ
け
れ
ば
郵
送
し
ま
す
。

ま
た
、
郵
送
の
場
合
、
①
～
④
ま

で
の
方
は
３
月
２
日
（
金
）、
⑤

の
方
は
２
月
17
日
（
金
）
の
消
印

ま
で
有
効
で
す
。

●
申
込
締
め
切
り
日

　

①
～
④

　

３
月
２
日
（
金
）
ま
で

　

⑤　

２
月
17
日
（
金
）
ま
で

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
き
ま
す
。

●
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ

税
理
士
記
念
日
無
料
税
務
相
談
会

　

税
理
士
法
に
基
づ
き
、
社
会
奉

仕
活
動
の
一
環
と
し
て
、
小
規
模

な
事
業
者
等
の
た
め
に
東
北
税
理

士
会
大
河
原
支
部
主
催
に
よ
る
相

談
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時

　

平
成
24
年
２
月
23
日
（
木
）

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

場
所

　

各
税
理
士
事
務
所
（
要
予
約
）

（
相
談
希
望
の
方
は
前
日
ま
で
事

務
局
に
ご
連
絡
下
さ
い
）

内
容

　

・
所
得
税
の
確
定
申
告
相
談

　

・
確
定
申
告
の
作
成
指
導

　

・
消
費
税
等
の
税
務
相
談　
　

主
催

　

東
北
税
理
士
会
大
河
原
支
部

事
務
局

　

税
理
士
法
人

　
　

原
田
会
計
事
務
所

　

☎
０
２
２
４

−

５
２

−

０
０
６
６

　

同
院
総
務
課

　
　

☎
２
５

−

２
１
４
５

　
　
　
　

（
内
線
２
４
０
６
）

●
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
Ｕ
Ｒ
Ｌ
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蔵
王
自
然
の
家
情
報

　

各
種
団
体
、
ご
家
族
、
グ
ル
ー

プ
、
個
人
で
の
日
帰
り
利
用
、
大

歓
迎
で
す
。

　

周
辺
の
散
策
コ
ー
ス
で
自
然
を

満
喫
で
き
る
ほ
か
、
こ
れ
か
ら
の

季
節
は
そ
り
遊
び
や
雪
遊
び
、
歩

く
ス
キ
ー
を
楽
し
め
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
お
気
軽
に
お
電
話
下

さ
い
。
皆
様
の
ご
利
用
を
心
か
ら

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ

　

宮
城
蔵
王
自
然
の
家

　

☎
０
２
２
４

−

３
４

−

２
１
０
１

　

研
修
支
援
担
当　

高
橋　

亮

自
動
車
の
登
録
・
検
査
の
手

続
き
に
つ
い
て
の
お
願
い

　

毎
年
、
自
動
車
の
登
録
や
検
査

の
手
続
き
（
名
義
変
更
、
住
所
変

更
、
廃
車
、
車
検
等
）
を
さ
れ
る

方
々
が
３
月
に
集
中
い
た
し
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
窓
口
や
検
査
場
は

も
と
よ
り
駐
車
場
が
大
変
混
雑
し
、

申
請
者
の
方
々
に
は
大
変
ご
不
便

や
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
い
る
状

況
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
本
年
度

は
３
月
に
発
生
い
た
し
ま
し
た
東

日
本
大
震
災
の
た
め
、
被
災
し
た

自
動
車
の
登
録
並
び
に
税
金
等
に

係
る
申
請
も
あ
り
、
例
年
以
上
に

混
雑
す
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
手

続
き
に
関
し
ま
し
て
は
で
き
る
だ

け
早
め
に
、
２
月
中
に
済
ま
せ
て

い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

　

な
お
、
窓
口
の
受
付
時
間
、
お

問
い
合
わ
せ
は
次
の
通
り
で
す
。

窓
口
の
受
付
時
間
（
平
日
）

　

午
前　

８
時
45
分
～
12
時

　

午
後　

１
時
～
４
時

　

た
だ
し
、
土
・
日
・
祝
日
は
閉

庁
と
な
り
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ

　

東
北
運
輸
局
宮
城
運
輸
支
局

登
録
関
係

　

☎
０
５
０

−

５
５
４
０

−

２
０
１
１

検
査
関
係

　

☎
０
２
２

−

２
３
５

−

２
５
１
３

車
検
予
約

　

 

パ
ソ
コ
ン
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携
帯
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話
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予
約
シ
ス
テ
ム
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

　

☎
０
５
７
０

−

０
３
０

−
３
３
０

◎
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
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国
民
年
金
種
別
変
更

　

国
民
年
金
制
度
で
は
、
国
内
に

居
住
す
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満

ま
で
の
す
べ
て
の
方
に
、
加
入
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
国
民

年
金
の
加
入
種
別
は
、
次
の
３
種

類
に
分
か
れ
て
お
り
、
届
け
出
は

加
入
時
だ
け
で
な
く
、
種
別
が
変

わ
っ
た
と
き
に
も
必
要
で
す
。

　

種
別
変
更
の
届
け
出
を
忘
れ
る

と
、
年
金
が
受
け
取
れ
な
い
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
手
続
き
は
、
年
金

手
帳
を
添
え
て
そ
の
都
度
忘
れ
ず

に
行
い
ま
し
ょ
う
。

○
国
民
年
金
の
加
入
種
別

・
第
１
号
被
保
険
者

　

自
営
業
や
農
業
・
漁
業
の
方
と

そ
の
配
偶
者
、
20
歳
以
上
の
学
生
、

フ
リ
ー
タ
ー
の
方
等
が
対
象
と
な

り
、
加
入
や
種
別
変
更
の
手
続
き

は
、
町
役
場
の
国
民
年
金
担
当
窓

口
で
行
い
ま
す
。

・
第
２
号
被
保
険
者

　

会
社
や
官
公
庁
に
お
勤
め
の
方

な
ど
、
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
に

加
入
し
て
い
る
方
が
対
象
に
な
り

ま
す
。
加
入
手
続
き
は
会
社
や
官

公
庁
が
行
い
ま
す
。

・
第
３
号
被
保
険
者

　

国
民
年
金
の
第
２
号
被
保
険
者

に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
の
方

が
対
象
と
な
り
、
届
け
出
は
配
偶

者
の
勤
務
先
を
通
じ
て
行
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
年
金
事
務
所
へ
お
問

い
合
わ
せ
下
さ
い

お
問
い
合
わ
せ

　

大
河
原
年
金
事
務
所

　

☎
０
２
２
４

−

５
１

−

３
１
１
２


